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〜 町長の責任を問う 〜

三枝町長に対する不信任決議案
三枝町長に対する問責決議案

　令和２年６月定例会において、議員発議により町長に対
する不信任決議案と問責決議案が提出されました。今月は
臨時号として、その内容についてお知らせします。



臨時号

問
責
決
議
案

　
６
月
定
例
会
は
６
月
17
日
に
開
会
し
、
６
月
19
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

　
最
終
日
に
三
枝
町
長
の
自
己
破
産
手
続
き
等
を
理
由
と
し
て
議
員
発
議
に
よ
り
、「
発
議
第

１
号　
三
枝
邦
彦
町
長
の
不
信
任
決
議
案
」
及
び
「
発
議
第
２
号　
三
枝
邦
彦
町
長
に
対
す
る

問
責
決
議
案
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
問
責
決
議
案
は
、
賛
成
９
反
対
２
で
可
決
、
不
信
任
決

議
案
は
、
賛
成
２
反
対
10
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

6 月
定例会

に対する

反
対　
福
本
耕
議
員

　
問
責
で
は
ゆ
る
い
判
断
だ

と
思
う
の
で
反
対
す
る
。

賛
成　
髙
橋
議
員

　
町
政
の
ト
ッ
プ
と
し
て
責

任
を
自
覚
し
、
住
民
へ
の
説

明
責
任
を
果
た
す
な
ど
、
信

頼
を
取
り
戻
す
努
力
を
す
る

べ
き
だ
と
思
う
の
で
賛
成
す

る
。賛成　

岡
本
議
員

　
今
回
の
件
が
不
信
任
に
値

す
る
も
の
か
慎
重
に
見
極
め

る
必
要
が
あ
る
。
町
長
に
対

し
、
強
く
反
省
や
信
頼
回
復

の
取
り
組
み
を
求
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う

の
で
賛
成
す
る
。

賛
成　
茂
木
議
員

　
町
長
の
責
任
は
重
大
。
本

来
自
ら
辞
職
す
べ
き
。
辞
職

し
な
い
な
ら
、
議
会
と
し
て

は
ま
ず
は
問
責
決
議
を
出

し
、
そ
の
後
、
辞
職
勧
告
や

不
信
任
案
を
検
討
す
べ
き
。

賛
成　
三
木
議
員

　
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
町
政
に

混
乱
を
招
く
こ
と
は
避
け
る

べ
き
。
町
長
が
町
民
の
信
頼

を
得
る
行
政
運
営
を
し
て
い

る
か
議
会
が
厳
し
く
監
視

し
、
履
行
さ
れ
な
い
場
合
は

次
の
行
動
を
取
る
こ
と
を
申

し
添
え
て
賛
成
す
る
。

　
　
福
本
耕
議
員

　
自
己
破
産
の
事
実
は
変
わ

ら
な
い
。
町
長
に
ど
ん
な
責

任
を
問
う
の
か
。

反　
岡
野
議
員

　
町
長
が
ど
の
よ
う
な
責
任

の
取
り
方
を
す
る
か
を
問
い

質
す
た
め
問
責
決
議
と
し
た
。

　
　
福
本
耕
議
員

　
問
責
で
な
け
れ
ば
問
え
な

い
こ
と
は
何
な
の
か
。

反　
岡
野
議
員

　
町
長
が
ど
う
責
任
を
と
る

か
と
い
う
と
こ
ろ
を
ま
ず
は

見
て
い
き
た
い
。
不
安
の
声

は
あ
る
が
、
そ
れ
が
す
べ
て

の
民
意
な
の
か
分
か
ら
な
い

の
で
問
責
と
し
た
。

　
　
鈴
木
議
員

　
自
己
破
産
手
続
き
か
ら
か

な
り
時
間
が
経
っ
て
い
る
が

今
か
ら
行
動
を
す
る
こ
と
を

求
め
る
の
か
。

反　
岡
野
議
員

　
確
か
に
長
い
時
間
を
要
し

た
が
、
い
ま
だ
す
べ
て
の
民

意
が
見
え
な
い
。
４
月
以
降

あ
ま
り
声
を
聞
か
な
い
よ
う

な
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
問

責
決
議
を
も
っ
て
町
民
に
知

ら
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と

思
っ
た
。

質　
疑

討　
論

『三枝邦彦町長に対する問責決議』全文
提出者　土庄町議会議員　岡野　能之
賛成者　　　　同　　　　岡本　経治

同　　　　　同　　　　髙橋　正博
同　　　　　同　　　　三木　俊明

　三枝町長は、新型コロナウイルス感染拡大により、町民が医療、福祉、経済、教育など
に不安を抱え、混乱している中、自己破産手続きを開始し、その事実を報道等で突如とし
て知らされた町民に更なる不安を与えている。そして町民からは、町長に対する不信感や
道義的責任を問う声も上がっている。
　言うまでもなく、町長は町政の最高責任者であり、町民との信頼関係の上に立って、よ
り良い町づくりへ向けた舵取りをして行く重大な責務がある。
　町長は自己破産手続きを開始した理由を、「コロナ対策も含め、行政運営に専念するため」
と述べているが、まずもって今回の件に関して、町長自身が町民に対し誠実に説明をし、
不安や混乱を抱かせたことへの謝罪をするべきであった。
　また、町長は報道の中で、「個人の問題なので、町政への影響はまったくない」と述べた。
確かに自己破産は法で定められた手続きであり、それ自体によって失職するものではない。
しかし、自己破産した町長に、安心して町政運営を委ねられるのかという町民の懸念が生
じるのは当然の事である。そして自己破産が確定した場合には連帯保証人や債権者、その
他関係者に多大な負担を負わせるという事実は、行政全体の信用失墜にも繋がる。町長に
対する不信感は町政への信頼を損なうと共に、土庄町の印象を低下させるものであり、町
民の信頼を失ったままでは健全な町政運営を行うことは出来ず、このような状態は早急に
解消しなければならない。
　よって、本町議会は三枝町長の責任を問い、猛省を強く促すとともに、町民への信頼を
早期に回復するべく行動することを求めて問責決議とする。

　　令和２年６月 19 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県土庄町議会

問責決議案は可決
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臨時号

三枝町長
不信任決議案は否決

不
信
任
決
議
案

反
対　
木
場
議
員

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
が
あ
る
中
で
、

不
信
任
を
出
す
こ
と
は
町
政

に
さ
ら
な
る
混
乱
を
与
え
る

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で

反
対
す
る
。

反
対　
茂
木
議
員

　
町
民
の
信
頼
を
損
な
っ
て

い
る
の
は
確
か
で
あ
り
擁
護

す
る
気
持
ち
は
無
い
。
け
れ

ど
、
不
信
任
案
は
時
期
尚
早
。

ま
ず
は
問
責
決
議
を
出
し
、

釈
明
の
機
会
を
用
意
す
る
の

が
先
決
。

賛
成　
鈴
木
議
員

　
自
己
の
財
産
を
管
理
で
き

な
い
人
が
町
民
の
命
や
財
産

を
守
れ
る
の
か
。
過
去
の
固

定
資
産
税
の
滞
納
問
題
も
含

め
、
２
度
も
金
銭
に
ま
つ
わ

る
不
祥
事
を
起
こ
し
た
人
を

信
用
で
き
な
い
の
で
賛
成
す

る
。

※
詳
し
い
内
容
は
、
後
日
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
い
た

し
ま
す
。

　
　
岡
野
議
員

　
不
信
任
案
可
決
に
よ
り
辞

職
や
解
散
で
行
政
運
営
に
空

白
が
生
じ
る
が
、
町
民
が
納

得
す
る
行
政
運
営
が
で
き
る

の
か
。

反　
福
本
耕
議
員

　
町
長
が
辞
め
た
後
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
答
え
よ
う
が

な
い
。

　
　
岡
野
議
員

　
空
白
期
間
の
町
政
運
営
に

つ
い
て
、
議
会
と
し
て
の
責

任
は
。
次
の
行
政
運
営
を
任

せ
ら
れ
る
者
を
考
え
て
い
る

の
か
。

反　
福
本
耕
議
員

　
選
挙
結
果
が
出
る
ま
で
の

間
は
総
務
課
長
、
企
画
課
長

が
町
長
職
を
代
行
で
き
る
。

　
　
岡
野
議
員

　
不
信
任
案
を
出
す
前
に
町

長
自
ら
が
ど
の
よ
う
な
責
任

の
取
り
方
を
す
る
の
か
を
問

う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
の

か
。

反　
福
本
耕
議
員

　
町
長
は
住
民
に
対
す
る
影

響
は
考
え
て
い
な
い
と
思
う
。

　
こ
れ
以
上
追
及
し
て
も
同

じ
だ
と
思
う
。

質　
疑

討　
論

『三枝邦彦町長の不信任決議案』全文
土庄町長三枝邦彦君を信任しない。以上、決議する。

提出者　土庄町議会議員　福本　耕太
賛成者　　　　同　　　　鈴木　美香

【 提案理由 】 　三枝邦彦町長の不信任案を提出する理由は次の二つです。
①　町長職（公職者）の自己破産は社会的責任、道義的責任が重大であり、町長として信任できないので辞職すべ

きである。
　　法律では、自己破産により国民の選挙権及び被選挙権が失われることはないが、公職に就いている町長の自己

破産を、社会的、道義的責任が当然、問われるものである。
　　具体的に述べると、町長は、一般人とは異なり町の財産を管理する責任があり、町民の財産を守るべき立場に

ある。そのような人物が自己破産により、「債務不履行」による大損害を関係住民に与えながら、公務を健全に遂
行していくことなど、できるはずがありません。三枝町長は、その職における社会的・道義的責任の重さを自覚し、
すみやかに辞職されることを提案する。また、提案者は三枝邦彦氏を町長として信任しない事を、ここに通告する。

②　固定資産税の滞納を、欠損処理されるまで放置したこと。これに関連して町議会議員（公人）でありながら税
務課の納税相談に応じず時効延長を妨害したこと。さらに、町長就任後、議会での要請があったにも関わらずこ
の事件の真相解明を一切行っていないことは、重大な町民に対する背信行為である。

　　具体的に述べると、三枝邦彦町長は、土庄町議会議員であった 2004 年度から 2008 年度分の固定資産税約
1790 万円の滞納を、時効５年が経過し町当局が欠損処理するまで放置した。この間、税務課からの納税相談の
要請に三枝邦彦氏は応じずに逃げ回っている。さらに、三枝邦彦氏は町長になった後、議会で行政の長として、
自分自身が起こしたこの事件の真相究明と情報公開を行うよう求められていたにも関わらず、この 6 年間一切そ
れをしていない。議員（公職者）時代に脱税事件を起こし、町長（公職者）になった後、公職の責任でもある調
査をしなかった責任は重大である。

　　責任の重さを自覚し、三枝邦彦氏は町長職をすみやかに辞職されることを提案する。また提案者は、三枝邦彦
氏を町長として信任しないことを、ここに通告する。

　　令和２年６月 19 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県土庄町議会
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臨時号

　
こ
の
度
の
６
月
定
例
会
に
お
き

ま
し
て
、
土
庄
町
議
会
は
初
め
て

町
長
に
対
す
る
問
責
決
議
を
可
決

い
た
し
ま
し
た
。
議
会
と
し
て
は
、

こ
の
こ
と
を
少
し
で
も
早
く
皆
様

に
お
知
ら
せ
を
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
、
今
回
の
議
会
広
報
臨
時

号
の
発
行
と
い
う
形
と
な
り
ま
し

た
。

　
問
責
決
議
の
可
決
は
大
変
重
い

決
断
で
あ
り
、
議
会
と
し
て
も
よ

り
一
層
丁
寧
で
開
か
れ
た
運
営
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
議
員
一
人
ひ
と
り
も
責
任
と

自
覚
を
持
っ
て
行
動
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
今
後
も
、
町
政
の
適
正
な
執
行

と
、
町
民
の
よ
り
良
い
暮
ら
し
を

一
番
に
考
え
活
動
し
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
　

　
土
庄
町
議
会
議
長濵

野

良

一

　
問
責
決
議
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
町
民
の
信
頼
を
早
期
に
回
復
す

る
た
め
の
行
動
に
つ
い
て
、
６
月
23
日
、
町
長
に
申
し
入
れ
を
し
ま
し
た
。

【 

申
し
入
れ
事
項 

】

一
、
す
み
や
か
に
各
地
区
に
お
い
て
住
民
説
明
会
を
開
催
し
、
町
長
自
ら
町

民
に
対
し
て
自
己
破
産
手
続
き
の
経
緯
や
今
後
の
町
政
運
営
等
に
つ
い

て
説
明
を
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
れ
に
先
立
ち
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
町
民

に
不
安
を
与
え
た
こ
と
へ
の
謝
罪
等
を
掲
載
す
る
こ
と
。

二
、
副
町
長
を
早
期
に
選
任
す
る
こ
と
。

三
、
町
長
と
し
て
の
行
動
に
お
い
て
町
民
に
信
頼
を
得
る
た
め
、
会
議
や
出

張
等
の
目
的
、
成
果
、
旅
費
等
の
透
明
化
を
図
る
こ
と
。

四
、
迅
速
か
つ
適
切
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
行
う
こ
と
。

●
用
語
の
説
明
●

「
不
信
任
議
決
」
法
的
拘
束
力
が
あ
り
、
可
決
さ
れ
れ
ば
、
町
長
は
10
日
以
内
に
辞
職
す

る
か
、
議
会
を
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
不
信
任
議
決
が
成
立
す
る
た
め
に
は
議
員
数
の
３
分
の
２
以
上
が
出
席
し
、
４
分
の
３

以
上
の
者
の
同
意
が
必
要
。
な
お
、
町
長
が
議
会
を
解
散
さ
せ
た
場
合
、
議
会
の
選
挙
が

行
わ
れ
、
解
散
後
初
め
て
招
集
さ
れ
る
議
会
で
再
度
不
信
任
議
決
（
議
員
数
の
３
分
の
２

以
上
が
出
席
し
、そ
の
過
半
数
の
同
意
）
が
あ
っ
た
場
合
、町
長
は
議
長
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
日
に
お
い
て
失
職
す
る
。

「
問
責
決
議
」
議
会
と
し
て
町
長
の
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
動
に
対
し
て
責
任
を
問
う
意
思

を
示
す
も
の
。
議
会
の
意
思
決
定
の
一
つ
で
、
法
的
拘
束
力
は
な
い
。

早
期
信
頼
回
復
の
た
め
の
行
動
を
求
め
て

議
会
か
ら
町
長
に

申
し
入
れ
を
し
ま
し
た

提出された発議
茂　
木

鈴　
木

福
本
達

三　
木

岡　
野

岡　
本

髙　
橋

福
本
耕

川　
本

井　
上

木　
場

濵　
野

発議第1号　三枝邦彦町長に対する不信任決議案 × ○ × × × × × ○ × × × ×

発議第2号　三枝邦彦町長に対する問責決議案 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

令和2年6月定例会　議員発議による議案とその結果
※６月定例会で審議された他の議案については、８月発行の議会だよりでお知らせします。

※ 不信任決議案の議決は、議長も表決権を有します。

○：賛成　×：反対

臨
時
号
の

発
行
に
あ
た
っ
て

※


